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 国土交通省では、未認証事業者の排除に向けた取り組みの一環として、情報収集・調査等の一層

の強化を図るため、毎年７月を強化月間として、未認証防止対策を推進しています。 

 未認証に関する情報がありましたら、本誌１７ページの情報提供用紙により、各支部長経由にて

振興会にご連絡下さいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

〓業界情報〓 

未認証行為防止啓発について 
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７月２１日（土）～８月２０日（月）までの３１日間「夏の交通事故防止県民運動」が実施され

ます。つきましては、各事業所におかれましても交通事故防止の徹底が図られますよう、ご協力を

お願いいたします。 

 

期間 

７月２１日（土）～８月２０日（月） 

 

交通事故防止県民運動の目的・重点 

１．運動の目的 

この運動は、児童、生徒等の夏休みと夏の行楽シーズンが重なり交通事故が発生しやすくなる夏

季において、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を促し、交通事故の防止を図ることを

目的とする。 

２．運動の重点目標 

（１） 飲酒運転の根絶 

（２） 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

（３） 二輪車の交通事故防止 

（４） 自転車の安全適正利用の推進 

交通安全スローガン 
         かぞく   あした 
｢乗せるのは 君の宝と その未来｣ 

 

 

 

・７月１日付け人事異動のお知らせ 

 

 

 

・事故事例について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度「夏の交通事故防止県民運動」実施要項 

自動車技術総合機構からのお知らせ 

氏　名

山本 光 自動車技術総合機構関東検査部山梨事務所自動車検査官補自動車技術総合機構中部検査部自動車検査官補

新所属先 旧所属
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指定整備事業協議会全体会議を、下記により開催しました。 

記 

 

 １．日 時  ６月２１日（木）１５:００ 

 ２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 ３．来 賓  関東運輸局山梨運輸支局    森下支局長 

関東運輸局山梨運輸支局    村松首席陸運技術専門官 

        関東運輸局山梨運輸支局    市川陸運技術専門官 

自動車技術総合機構山梨事務所 日原所長 

軽自動車検査協会山梨事務所  木村所長 

       

４．全体会議 

       （１）平成２９年度事業報告の承認について 

        （２）平成２９年度決算報告の承認について  

（３）監査報告について 

（４）平成３０年度事業計画(案)の承認について 

（５）平成３０年度収支予算(案)の承認について 

       （６）その他 

以上、原案どおり承認されました。 

 

  

全体会議終了後、山梨運輸支局市川陸運技術専門官を講師に「指定整備事業の適正な業務

運営の徹底」について研修会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定整備事業協議会の活動について 

指定協全体会議

指定協研修会

全体会議の模様 研修会の模様 
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① 「衝突安全性能評価」「予防安全性能評価」の配布について                    

独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）では、国土交通省の指導のもと、自動車ユ

ーザーに安全意識を高め、より安全な自動車の普及を図るため、自動車アセスメント情報を公

表しております。 

本年度におきましても、当会に「衝突安全性能評価」及び「予防安全性能評価」が届きまし

たので、配布します。 

・パンフレット 各工場１冊ずつ ・チラシ  各工場１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】エンジンの異音修理後、エンジンが焼き付いた 

・車名：軽自動車 ・登録年月：平成２０年 ・走行距離：１２２，０００ｋｍ 

・相談日：平成２９年４月１９日 

４月１５日、エンジン部からの異音によりサブディーラーへ入庫。店舗サービスより、「部品２

個の交換で大丈夫と思います」との意見を受け、即交換。帰途時、異音はしていたが、幾分小

さくなったかな？との程度であった。 

 ４月１６日、桜を見に行った帰り道に異音の音に変化（カラカラ音⇒ギギギ音）があり、道

路側帯に寄ったところエンジンが自然停止した。再度キーを回してもエンジンは始動しないた

め、レッカー移動により再度、同店舗へ入庫した。事情説明したところ、故障診断に８千円要

すると言われたが、渋々承諾。診断の結果、「オイル循環機能が不良でエンジンが焼けている。

エンジン載せ換えには約３０万円要する」と言われたが、納得できない。 

 同社は本日定休日のため、明日４月２０日に同事業場で話し合いを行うとのこと。 

【対応】 

異音については種々原因があり、特定に時間を要すケースもある。店舗サービスと相談者間での

話の詳細は分からないため、現状では何とも言えない。店舗に連絡し折り返すことを提案したが、

相談者より、話し合いの結果、了承できなければ再度報告を頂くことになった。 

 ４月２４日、携帯へ電話するも出ず。自宅へ電話するも出ず。店舗サービスに連絡を入れる。

管理責任者の談によると、当初入庫時の交換部品はイグニッションコイルとプラグの交換であり、

オイルの量は確認したが依頼事項でないため交換はしなかったとのこと。レッカー入庫時の診断

にてエンジン内オイルラインの詰りが確認された。普段のメンテナンス不足が原因で、ヘッドカ

ム焼付が発生した旨を説明し、相談者も納得したとの事。 

 最終的には同店舗にて廃車処理をし、新車を購入。円満に解決した。 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.78 

今月の配布物について 
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アクセルケーブルに関する点検時の注意事項 

スズキ株式会社 

 長期間の使用において、アクセルケーブルが摺動不良となり、アクセルペダル操作が重くなる場合が

あります。アクセルケーブルに関する点検時の注意事項をお知らせいたします。 

■対象車両 

 アクセルケーブルを使用している全車 

■点検時の注意事項 

点検整備時、アクセルペダルをゆっくり踏み込んで、アクセルペダル操作が重くなっていないかを確認

してください。 

アクセルペダル操作が重い場合には、長期間の使用における繰り返しの摺動により、アクセルケーブル

の内部部品が摩耗し摺動不良となっていることが考えられますので、アクセルケーブルを交換してくだ

さい。 

■発生メカニズム 

アクセルケーブルの主な構成部品は『インナーケーブル、ライナー、アウター』であり、インナーケー

ブルはライナーとスムーズに摺動する構造となっています。 

長期間の使用などでインナーケーブルとライナーの摺動回数が多くなると、アクセルケーブル曲がり部

などでライナーが徐々に摩耗し、摩耗粉がインナーケーブルに付着することで、摺動不良となる場合が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

整備インフォメーション
Vol. 87 
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＜参考：不具合事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


